
別表５

公費負担者番号一覧 （Ｈ２５．　４．　１現在）

自立支援医療（更生医療）　　（05-15） (17-66)

富山県

富山県 13166012 富山市 富山県

富山市 高岡市 富山市

高岡市 魚津市 高岡市

魚津市 氷見市 魚津市 医療機関
氷見市 滑川市 氷見市 指定医療機関

富山県 14166011 滑川市 黒部市 滑川市 〃
黒部市 砺波市 黒部市 〃
砺波市 小矢部市 砺波市 〃
小矢部市 南砺市 小矢部市 〃

富山県 18166017 南砺市 射水市 南砺市 〃
射水市 舟橋村 射水市 〃
舟橋村 上市町 舟橋村 〃
上市町 立山町 上市町 〃
立山町 入善町 立山町 〃

富山市保健所 29161015 入善町 朝日町 入善町 〃
新川厚生センター 29160025 朝日町 障害者自立支援法第70条 朝日町 〃
高岡　〃   29160033 障害者自立支援法 療養介護医療 原爆医療・一般疾病　　(07-19) 〃
中部　〃   29160041 自立支援医療（育成医療）　　(04-16) 〃
砺波　〃 29160066 富山市 〃

高岡市 富山県 〃
魚津市 〃

富山県 氷見市 受託医療機関
東海北陸厚生局 30231005 富山市 滑川市 〃
感染症の予防及び感染症の患者に対する 高岡市 黒部市 保険医療機関

魚津市 砺波市 富山県(患者一部負担無し) 51166015 契約医療機関
氷見市 小矢部市 富山県(患者一部負担有り) 51166023 保険医療機関
滑川市 南砺市 保険医療機関
黒部市 射水市

砺波市 舟橋村

富山市保健所 10161016 小矢部市 上市町

新川厚生センター 10160026 南砺市 立山町 富山県

高岡　〃   10160034 射水市 入善町 肝炎治療特別促進事業　　（10-38）

中部　〃   10160042 舟橋村 朝日町

砺波　〃 10160067 上市町 一類・二類感染症　　（16-28）

感染症の予防及び感染症の患者に対する 立山町 富山県

入善町

結核患者の入院（法37条関係） 朝日町

児童福祉法・療育の給付　　(04-17) 富山市保健所 

新川厚生センター 富山県

高岡　〃   富山市

富山市保健所 11161015 中部　〃   ∴自立支援医療（精神、更生、育成）

新川厚生センター 11160025 富山県 砺波　〃 

高岡　〃　 11160033 富山市 障害者自立支援法 H18.3診療まで

中部　〃   11160041 (06-21) 精神通院 公：30%　国：70%　患：5%

砺波　〃 11160066 自立支援医療（精神通院医療） 更生医療

育成医療

富山県 公：30%　国：70%　患：10％（食事対象外） H18.4診療から

富山県

　　　　　所得に応じ限度額あり

富山県 　 　別表４参照

注１）公費制度名横の記載（××－○○）連合会独自の公費区分を示します。主に帳票に使用。
注２）担当は、実施主体では無く、医療費の請求先を示しています。
注３）公費「１３」，「１４」，「２９」，「３０」（色付き）は、１００％公費のため、現在連合会では取扱っていません。
　　   「１２」生活保護法による保護を受けている場合は国保の適用除外となるため、連合会では取扱いません。
注４）「１５」身体障害（０５－１５）の手数料は、県と市町村で１／２双方が負担し、富山市（中核市）は全額市が負担します。
　　　但し、H17.4の市町村合併に伴い４月診療分を扱う６月確定からは、３月診療分の旧市町村も含め全て富山市へ請求します。
注５）「５３」精神薄弱者施設（１２－６３）は、Ｈ１５．３．３１までの担当は、県障害福祉課及び富山市～小矢部市社会福祉事務所です。
　　　なお、「５３」精神薄弱者施設（１２－６３）はＨ１８．３．３１で制度が廃止されます。

53166013
公：30%　国：70%　患：無

公：30%　国：70%　患：無

28160067

（施設入所者医療）　別表１参照

　　　施設入所児 　 　　(12-53)

担　当：県健康課

21166012

精神保健法・措置入院　　(06-20)

担　当：県健康課

17166026 授産施設入所に係る医療

         担　当：富山市保健所 　 

　　　　助産施設　 　　　(12-73)

公：30%　国：70%　患：有（負担能力に応じ）

　　　　　　　（レセ無し直接請求）

17166018

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

28161016
28160026

    公：30%　国：70%　患：10%(食事対象外）

  担　当：県健康課　 

 　　　担当：県障害福祉課

20166013

28160034

及び指定特定知的障害者入所

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

 　の患者負担

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

52166014
52166022

指定知的障害者入所更正施設28160042

　 　　担　当：富山市保健所 

24166571

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

公：30%　国：70%　患：無又は２万円

24166589

38166013

　 別表３参照

小児慢性疾患研究事業　　 (11-52)

担　当：県健康課　 

    ：患者負担なし         

                担　当：県健康課

24166555

担　当：県健康課

∴５２の患者負担（H17.4診療から）

16166134

16166100
16166118

16166167 担　当：県健康課、富山市保健所 

医療に関する法律　　　　（03－11）

24166530

51167013

∴５２の患者負担（H17.3診療まで）

　　 別表２参照

公：30%　国：70%　患：5%(食事対象外）

16166142

16166126

24166548

 　　　担　当：富山市保健所 　 

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

24166118

担　当：県健康課

∴５１の患者負担(H15.10診療から）

66
24166126

公：30%　国：70%　患：無 入院外：１回　１，０００円（２回まで）

24166084

　　　　

24166092

先天性血液凝固因子障害

∴５１の患者負担(H15.9診療まで）

       入　院 ：１月　１４，０００円まで

24166100

 治療研究事業 　　　　　(10-51) 　　　担　当：富山市保健所 

24166050

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

24166068

＜負担は∴へ＞

担　当：県健康課

24166076

53

24166035

担　当：県健康課

15160146

新感染症　　（16-29）

23166093
23166101
2316611915160377
23166127

　 　　担　当：富山市保健所 

公：１００%　国：－　患：無

23166077
23166085

結核患者の適正医療（第37条の2関係）

24166027

23166135
23166143
23166150

38
医療に関する法律　　　　（03－10）

　　　　　担当：市町村

52

担 当：厚生労働省社会・援護局 23特定疾患治療研究事業　　 (10-51)

公：１００%　国：－　患：無 51
51

23161011
23166028

医療観察法（公費区分未設定） 19166016 19

23166051
23166069

公：30%　国：70%　患：無 79

21
79166146 15

23166036
23166044

15160138 79166138

公：30%　国：70%　患：有（所得に応じ）

23166010

28
　　     担　当：厚生労働省健康局 17

15160161 79166153 16

15160179 79166161 24

79166112 11
担　当：県健康課 15160120 79166120 20

公：１００%　国：－　患：無 15160096 79166096 30
15160369 79166104 10

16166084
16166092

原爆医療・認定疾病　　(07-18) 15160070 79166070 18
担 当：厚生労働省健康局 15160088 79166088 29

16166068
16166076

公：１００%　国：－　患：無 15160054 79166054 13

15160062 79166062 14

16166043
16166050

･更生医療　　（08-14） 15160021 79166039 医療担当者
担　当：県障害福祉課 15160047 79166047 法別番号

16166027

石綿による健康被害の救済に関する法律

・療養の給付　　（08-13） 障害児施設医療（法２１条、法第２４条） 石綿健康被害救済制度

担　当：県障害福祉課

16166035

公：30%　国：70%　患：無

　　　担　当：県健康課　 

公：30%　国：70%　患：10%（食事対象外） 79166013

担当：環境再生保全機構

担　当：市町村

公：30%　国：70%　患：10％（食事対象外）

16166159

戦傷病者特別援護法 15160013 79166021 66141011

16166019

独立行政法人　環境再生保全機構

戦傷病者特別援護法 障害者自立支援法 児童福祉法による肢体不自由児通所医療及び

公：１００%　国：－　患：無 　　　　　    （但し、県は手数料のみ） 公：70％　国：30％　患：10%　

担 当：県障害福祉課及び市町村 担当：県障害福祉課、市町村

母子保健法　　(09-23)  　　　　

　担　当：県健康課、市町村　 


